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災害法制の概要
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災害関連法制の特徴

災害に遭えば会うほど成長していく！！

例えば、災害対策基本法は伊勢湾台風（1959年）をきっかけ
に制定された

→災害＝災害関連法制の改変のチャンスである！！

災害関連法制は互いに補完される！！

法律で書かれた目標を達成するには、他の法規範との連携、
要領・要綱等による補完、防災計画等による実行手段の具体
化が必要となる。

→法システムとしての災害関連法制
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防災対策法制度の流れ（H16.社会安全研究所）

M8 窮民一時救助規則
M14  備荒儲蓄法
M32  罹災救助基金法

S22
災害救助法

S36（1961）
災害対策基本法

S26
公共土木施設
国庫負担法

S48
災害弔慰金法

（議員）

S47
防災集団移転
促進事業法

（議員）

H7
基本法改正

H7
被災市街地復興

特別措置法

H8
特定非常災害の
被害者の権利
利益保全法

H10
被災者生活再建
支援法（議員）

（H16第一次改正）
（H19第二次改正）

S37
激甚災害法

S19  東南海地震
S20 三河地震
S21 南海地震

S34
伊勢湾台風

S21（1946）
憲法制定

S31
海岸法

S53
大規模地震対策

特別措置法
（議員）

S41
地震保険法

（議員）

H8
東南海、南海

地震説

共通

地震
津波

耐震
大火

洪水

土砂災害

火山

S25
建築基準法

S46
法改正

S56
新耐震設計

H7
建築物耐震改修

促進法

H9
防災街区整備

促進法

S24
水防法

S39
河川法

H14
河川法改正

M30
砂防法

S33
地すべり
防止法

S44
急傾斜地法

H12
土砂災害防止法

S48
活火山法
（議員）

H12
有珠山、三宅島

噴火災害

H3
雲仙普賢岳
噴火災害

S61
伊豆大島
噴火災害

H5
北海道南西沖

地震

H7
地震防災対策
特別措置法

（議員）

H14
東南海、南海地震

対策措置法
（議員）

S22 キャスリン台風
S23 アイオン台風

S53
宮城県沖

地震

S51
東海地震説

S47
熊本、高知
で豪雨災害

S39
新潟地震

S42
新潟県

羽越水害

S43
十勝沖地震

S42
兵庫、広島
で豪雨災害

S47 鹿児島桜島噴火
S48 浅間山噴火

H12
広島豪雨災害

H7（1995）
阪神・

淡路大震災

S32
諫早豪雨

災害
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防災に関する法体系

• 災害対策基本法 大規模地震対策特別措置法

基本法関係

• 河川法 地震防災対策特別措置法 建築基準法 気象業務法

災害予防関係

• 消防法 水防法 災害救助法

災害応急対策関係

• 激震災害法 被災市街地復興特別措置法 被災者生活再建支援法

災害復旧・復興、財政金融措置関係

• 消防組織法 自衛隊法 警察法

組織関係
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災害前

〔災害予防〕

災害後

〔応急対策〕 〔災害復旧〕 〔災害復興〕

基本法

応急対応

（公共）

都市再建

（民間）

生活再建

経済再建

計画
マニュアル

BCP
等の整備

災
害
の
特
徴
（東
日
本
大
震
災
等
）

に
応
じ
た
各
種
対
策 各種公庫・保険・補償法

大規模地震対策特別措置法 など

災害対策基本法

警察法 消防法 自衛隊法 水防法 など

海岸法（津波）
河川法

地震防災対策
特別措置法

地震財特法

災害弔慰金等法

被災者生活再建支援法

社会福祉・医療関連法

耐震改修促進法

密集市街地整備法

債務・小切手処理 破産・会社整理 関連法

建
築
基
準
法

都
市
計
画
法

災害救助法

資金調達（金融・融資） 雇用維持 関連法

公共土木施設国庫負担法 各種整備法

激甚災害法

インフラ関連法

民
法
を
始
め
と
す
る

私
法
（
契
約

土
地
利
用
）

真
の
復
興

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
再
建
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効果的な行政対応姿勢の確立：効果的な研修・訓練システムの確立【林チーム】

災対法 災害救助法 都市計画法 etc

法律（基本法）・条例＝国会・地方議会が作成

法規命令 行政規則

行政基準

防災施設の設置・運営 財政的措置 監督・規制
給付・補助・補償 行政契約 行政指導

情報収集・管理・提供 行政強制・刑事罰

行政手法

防災計画 大綱 戦略 要領

行政計画

行政準則＝行政機関が作成

防災施策の実施のイメージ 行政計画・行政準則が
実施の詳細を決めている

行政計画は立法指針になる

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

防災教育は制度上どのように規定され
ているのか？
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災害対策基本法

• 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものと
する。

• 3項 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に
講ずること並びに科学的知見及び過去の災害から得られた教訓
を踏まえて絶えず改善を図ること。

災対法2条の2（基本理念）

• 2項 ……地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手
段を講ずるとともに、自発的な防災活動への参加、過去の災害
から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するよ
うに努めなければならない。

災対法7条（住民等の責務）
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• 2項 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡
大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければなら
ない。 18号 防災上必要な教育及び訓練に関する事項

災対法8条（施策における防災上の配慮等）

• 2項 ……地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定め
るものとする。
2号 ……教育及び訓練……

災対法40条・災対法42条（地域防災計画）

• 1項 2号 防災に関する教育及び訓練に関する事項

災対法46条（災害予防及びその実施責任）

• 1項 災害予防責任者は、……防災教育の実施に務めなければなら
ない。

災対法47条の2（防災教育の実施）
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災害対策基本法

• 「防災思想の普及、徹底」

• 「防災知識の普及、訓練」

• 「国民の防災活動の環境整備」

• 「災害教訓の伝承」

防災基本計画（災対法34条）

• 「学校における防災教育等の充実」

• 「関係職員に対する教育」

• 「防災意識の普及」

文科省防災業務計画（災対法36条）
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その他の法令等

• 学校教育その他の多様な機会を通じ、映像等を用いた効果的な手法
を活用しつつ、津波について防災上必要な教育及び訓練、防災思想
の普及等に努めなければならない。

津波対策の推進に関する法律7条

• 学校生活その他の日常生活における安全に関する指導……に関す
る事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

学校保健安全法27条（学校安全計画の策定等）

• 小学校学習指導要領社会〔第3学年及び第4学年〕23～24頁、小学校
学習指導要領社会〔第5学年〕24～26頁、小学校学習指導要領社会
〔第6学年〕29頁、中学校学習指導要領社会〔地理的分野〕18～19頁、
高等学校学習指導要領〔地理Ａ〕27～28頁において、防災教育と法
教育の連携可能性を読み取ることが出来る。

学習指導要領等
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学習指導要領等の具体例

• （4）地域社会における災害及び事故の防止について、次のことを見学、調査
したり資料を活用したりして調べ、人々の安全を守るための関係機関の働き
とそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考えるようにする。

• ア 関係機関は地域の人々と協力して、災害や事故の防止に努めているこ
と。

• イ 関係の諸機関が相互に連携して、緊急に対処する体制をとっていること。

• 内容の(3)及び(4)にかかわって、地域の社会生活を営む上で大切な法やきま
りについて扱うものとする。

小学校学習指導要領社会〔第3学年及び第4学年〕23～24頁

• 「自然災害と防災への努力」、「地域の自然災害に応じた防災対策」

中学校学習指導要領社会〔地理的分野〕18～19頁

• 我が国の自然環境と自然災害との関わりを理解させるとともに、地域性を踏
まえた対応の必要性を考察させる

高等学校学習指導要領社会〔地理Ａ〕27～28頁
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今後の課題―学習指導要領の射程距離

① 減災（mitigation）
＝自然災害による被害を抑止する

② 準備（preparedness）
＝応急・復旧体制を事前に整える

災害予防

災害応急
対応

災害復旧

災害復興

災害

防災政策のステージ別分類

自然災害発生のメカニ
ズムとその前後の対応

のあり方に偏りがち
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防災政策のサイクル

• インフラの復
旧

• 災害ボランティ
ア

• 本格的な生活
再建

• 復興教育の展
開

• 災害直後のア
クション

• いのちを守る
アクション

• 災害前のアク
ション

• 防災教育の展
開

予防
減災

応急
救助

災害
復旧

災害
復興

災害

学校の防災管理
においても同様の
整理付けが可能
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防災教育のステップ

進行状況に応じたカリキュラム編成

自然災害
の

発生
自らを守る

他人を支援
する

地域のあり
方

社会的な取組へ……

さまざまな教科による連携
総合的な学習による補完
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学校に課せられた課題

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

防災教育上・防災管理上の課題

防災教育

• 生徒向けの教育

• 地域向けの教育

• 防災教育の内容をどう
するのか〔災害前―災
害直後―災害復興〕

防災管理

• 学校そのものの安全性

• 防災拠点としての学校

• 災害前に行うべきこと
は何か？

• 学校が被災したときの
対応
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憲法
生命・身体の安全（13条）

生存権（25条） 学習権（26条）

教育基本法
教育振興基本計画 防災教育

耐震化 地域との連携

災害対策基本法
各種防災計画 災害対応全般
防災教育 避難勧告・避難指示

学校保健安全法
学校安全推進計画・学校安全計画

危険等発生時対処要領

災害救助法
収容施設（避難所・仮設住宅）

学用品の給与

義務教育諸学校施設費
国庫負担法

公立の義務教育諸学校等施設の整備
に関する施設整備基本方針・基本計画

学校施設・非構造部材の耐震化
学校の防災機能の強化

地震災害対策特別措置法
地震防災緊急事業五箇年計画

地震防災緊急事業に係る
国の負担又は補助の特例等

学校施設の耐震化

教育法制 災害法制

学校教育法
学習指導要領

防災教育

津波対策の推進に関する法律
防災教育
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学校における防災教育の推進方法

既存のカリキュラムを利用する―新しくしようとする
と過剰な負担がかかる。 「総合的な時間」の活用

「防災週間」「防災期間」といった期間を設ける。そ
の期間中は全科目で授業。

小学校―中学校間の交流 中学生が小学生に防
災教育を行わせる 防災ゲームを実践する
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各部局との連携のあり方

「防災教育」を通
じて、地域福祉の
増進をも図るとい
う相乗的な成果
も期待ができる

学校
公民館

教育

防災福祉

地域防災については、中学生の段階から
積極的に参加をさせるべき
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公民館に期待されている役割

防災教育の拠点

避難の拠点

地域防災の拠点
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災害における保護者の役割

生徒
• 自宅の安全

• 災害時の集合場所

• 災害後のこころのケ
ア

学校
• 学校・通学路の安

全

• 災害時の引き渡し
方法

地域
• 地域の安全

• 災害時要援護者

• 避難所運営

普段からの

リスクコミュニ
ケーションが

重要！！

保護者はさまざまな顔を持っている

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

防災施設としての学校
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防災施設としての機能確保

応急避難場所としての学校施設
〔緊急提言（平成23年7月）（概要版）（7頁）より〕

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

防災施設としての充実度

①体育館のトイレ 78.0％

②屋外から使用できるトイレ 65.7％

③学校敷地内の防災倉庫・備蓄倉庫 35.2％

④水を確保する設備（貯水槽、プールの浄水装置、井戸等） 29.7％

⑤自家発電設備（過般型発電機を含む） 18.0％

⑥非常用の通信装置（災害時優先電話、防災行政無線、衛星携帯電話等） 30.0％

国立教育政策研究所文教施設研究センターによる調査〔 3万4185校〕

学校の災害対応マニュアルを作成している地方公共団体は、都道府県の90.9％、市区町村
の71.4％となっているが、そのうち学校の避難所機能を考慮しているのは全体の1／3程度

学校施設を設計する際に、避難所として利用することを想定した特別の配慮をしている割合
は、都道府県の20.5％、市区町村の40.5％

学校が必ずしも
防災機能を有していない
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学校と地域との関係

• 防災機能の強化に加え、地域コミュ二ティーの拠点として
の機能強化

緊急提言（平成23年7月）

• 阪神・淡路大震災以降発生した、負傷者50名以上の地震
21回のうち、教職員が学校にいる時間帯に発生した地震は
3回しかない〔2割の時間しか学校は空いていない〕

• 基本的には地域による運営が前提

• 住民が主体的に策定をする「地区防災計画制度」の整備

• 防災条例等による避難所運営の地域への義務づけ

• 災害時における教員と地域の役割分担

避難所運営の担い手

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

学校機能再開までのプロセス
〔緊急提言（平成23年7月）（概要版）（7頁）より〕
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避難所運営にかかる法知識

• 災害対策基本法における「避難」場所（災対法42条・60条）＝災害時にお
ける避難先という意味

• 災害救助法における「避難所」（救助法4条1項1号）＝災害時における仮
の生活の場

法的根拠

• 一定数以上の住家の滅失がある場合、救助に要した費用については国
と都道府県が負担する →市町村はお金の心配をしなくて済む

災害救助法

• 救助の程度、方法および期間はあらかじめ「一般基準」が設けられている

• 一般基準によっては救助の適切な実施が困難な場合、一般基準を上回
る「特別基準」を設定できる

• 大震災時においては、この特別基準を十分に活用できなかった

特別基準

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

災害救助法の支援メニュー―避難所としての学校

① 避難所、応急仮設住宅の供与
② 炊き出しその他による食品及び飲料水の供給
③ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
④ 医療及び助産
⑤ 被災者の救出
⑥ 被災した住宅の応急修理
⑦ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

（災害援護貸付金等の各種貸付制度の充実により現在運用
されていない）

⑧ 学用品の給与
⑨ 埋葬
⑩ 死体の捜索及び処理

⑪ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等
で日常に著しい支障を及ぼしているものの除去
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災害救助法に関するクイズ ○か×か

福祉避難所は、福祉施設でないと避難所として指定できな
いので、学校や公民館は福祉避難所として指定できない

事前に、地域防災計画に避難所として指定しておかないと、
災害時には避難所として開設ができない

一般基準として、避難所の運営費は「１人１日当たり ３００
円」となっているので、この額を上回ることはできない

一般基準として、食事の提供は「１人１日当たり １０１０円
以内」となっているので、この額を上回ることはできない

避難所でインフルエンザが流行しているが、無料でワクチ
ン接種することはできない

ホテルや旅館は、避難先として活用することはできない

仮設住宅の代わりに、民間住宅を借り上げたりすることは
できない

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

すべて×
すべてできます！！

必要があれば何でも
できるのが災害救助法
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このような運用が可能であることを、
行政の職員が知らないこともある！！

そのために、住民は過酷な避難生活を
強いられることもある！！

最悪の場合は、「震災関連死」につな
がることになる！！

人災以外の何者でもない！！
人災から被災者を守れ！！

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY

救助法に関する法知識の共有イメージ

地域

事業者

支援者行政

学校

災害救助法等に関する
知識を共有

災害救助法の徹底
活用を図る

事前想定
しておくべき

事柄の明確化

事前の準備
の促進

〔共助・自助含〕
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特別支援学校は、
福祉避難所として

機能することが期待
されている！！

山崎栄一研究室 EIICHI YAMASAKI LABORATORY


